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脳脊髄液減少症とは交通事故、スポーツ障害、落下事故、暴力などによる頭頚部への強い
衝撃を原因として、脊髄硬膜が原因として、脊髄硬膜が破れ、その結果脳脊髄液が慢性的
に漏れ続ける病気です。
この病気では頭頚部から腰部までの痛みに加え、めまい、吐き気、視力低下、耳鳴り、
思考力低下、うつ症状、睡眠障害、全身倦怠感・疲労感（慢性疲労）等の様々な症状が複
合的に現れ持続します。
医療現場においても、X線、MRIなど従来の検査方法では原因が特定できないため、
「怠け者」あるいは「精神的なもの」と判断され、患者の肉体的、精神的苦痛をはじめ
患者の家族等の苦労も計り知れないものでした。多くの人々が半ば諦めた情況で長年に
わたり、日々苦しい思いですごしています。
ところが最近、この病気の原因や治療法がだんだん明らかになり、全国で30万人以上はい
るとされる難治性の「むち打ち症」の原因の一つとしても注目されています。検査法、
治療法（ブラッドパッチ療法）の有用性も確認され、長年苦しんできた患者にとっては
大きな光明になっています。医学的にも脳神経外科・麻酔科領域では毎年行われる学会
総会でも多くの演題がエントリーされ注目を浴びています・特に脳神経外科学会では
作年10月京都で開催された総会で脳脊髄液減少症の学術シンポジウムが開催され問題解決に
医学会も動き初めております。しかし全国でも治療を行う病院は、大学病院をはじめ公立
病院等40箇所しかありません。宮崎県下では公に治療を行っている病院が1箇所も
ない状況です。宮崎県においても、この病気と患者の置かれている現状を認識していただ
きたいと思います。

○住所は市町村名だけでもかまいません　○代筆でもかまいません

1.政府に対し、脳脊髄液減少症についての更なる研究の推進とブラッドパッチ療法を含めた
　治療法の早期確立を求める意見書を提出すること　参考）現在44都道府県議会で同趣旨の
　意見書が採択されております。
2.政府に対し、ブラッドパッチ療法に対し保険の適用を求める意見書を提出すること
3.宮崎県でも、公に多くの病院が検査・治療を1日でも早く開始されることを実現すること


